
高麗門・御成道跡の追加指定について 

 

⑴ 追加指定された場所 

   高麗門・御成道跡（熊本市中央区横手 1丁目他） 

 

 ⑵ 追加指定の経緯 

   平成 23年      ＪＲ高架化工事に伴う発掘調査で遺構を確認 

平成 24年      遺構保護のために工法変更を決定 

   平成 30年 6月 15日  追加指定に関する国の文化審議会からの答申 

        10月 15日  追加指定の文部科学大臣告示 

 

⑶ 追加指定の範囲 

   右図赤色の範囲、ＪＲ九州・県・市所有の約 1,902㎡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑷ 今後のスケジュール（予定） 

   平成 30年度  暫定整備設計 

   平成 31年度  暫定整備 

   熊本城復旧後  発掘調査を行ない、一体的な整備を検討する 
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